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行政院、｢チャレンジ2008―国家発展重点計画｣を策定

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

5月8日、行政院は2002年から2007年の6年間

の国家発展計画を定めた ｢チャレンジ2008―国家発

展重点計画｣ (以下、6ヵ年計画)を正式に承認した。

6ヵ年計画では15項目の世界シェアトップの台湾製

品を実現する、研究開発投資をGDP比3％に引き上

げる、失業率を4% 以下とする、経済成長率5% を

達成する、70万の新規雇用機会を創設する等の目標

を掲げ、これらの目標を実現するために総投資額2

兆6,500億元の十大重点投資計画を提起している。

今回はこの６ヵ年計画の十大重点投資計画について

紹介する。

十大重点投資案件とは、(1)E世代人材の育成、(2)

文化創意産業の発展、(3)国際的な研究開発基地の

建設、(4)産業の高付加価値化、(5)観光客の倍増、

(6)台湾のデジタル化、(7)運営本部の設置推進、

(8)全島規模の運輸インフラ建設、(9)水と緑の建設、

(10)新ふるさとコミュニティーの建設の 10項目

であり、これらに対する投資額は、政府 (中央･地

方 )予算、特殊基金、民間投資を含め、総額２兆

6,500億元と計画されている。項目別で見ると、

運輸インフラ建設への投資が 1兆 2,600億元と全

体の47.3%を占め、次いで台湾のデジタル化 (15.1%)、

産業の高付加価値化 (12.0%)、水と緑の建設

(10.3%)の順となっている。主な項目の主要な内

容は以下の通り。

◆国際的な研究開発拠点の建設

国際研究開発人材の招聘、500億元の研究開発融資

の提供、重点産業専門学校の設立 (IC設計学院、デ

ジタルコンテンツ学院等 )、各種研究開発センターの

設立 (中央研究院遺伝子研究センター、南港ソフトウェ

ア設計研究開発センター、龍園移動通信エンジニア

リングセンター等 )、重点産業科学技術計画 (バイオ、

ナノテク、電信等 )の推進により、研究開発費の

GDP比を現在の 2.05%から、先進国水準である

3.0%にまで引き上げる。これによって、台湾をアジ

アで最も競争力のある研究開発基地とする。

◆産業の高付加価値化

総額 1,000億元、50個のベンチャーキャピタル基金

を設立し、5年以内にバイオ産業の営業額の年 25%

成長、1,500億元の新規投資、10年以内に 500社の

バイオ企業設立、25,000の新規雇用機会の創出等の

目標を実現する。また産業核心技術 (電子、情報、

オプトエレクトロニクス、通信、機械、紡績、バイ

オ等 )の開発を推進し、2008年までに 60項目の研

究開発アライアンスの成立を推進する。その他、伝

統産業の高付加価値化･二兆双星産業 (注 )･4大サー

ビス産業 (研究開発、情報、流通、介護 )･グリーン

産業の４大重点産業群の推進、及び各種産業パーク (新

竹バイオパーク、新竹 IC設計パーク、中部サイエン

スパーク、南港バイオパーク等 )の開発を通じ、台

湾を高付加価値製品の生産及び供給基地とする。

( 注 ) 二兆産業とは2006年の生産額がそれぞれ1兆元に達すると

見込まれている半導体産業及びディスプレー産業、双星産業とは将

来の有望産業と期待されているデジタルコンテンツ産業及びバイ

オテクノロジー産業を指す。
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行政院、｢チャレンジ2008―国家発展重点計画｣を策定

【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

＜十大重点投資計画の目標及び戦略＞

目標：創意･活力及び国際的コミュニケーション能力を有する新世代の育成�
戦略：国際化生活環境の建設、国民の英語能力向上、インターネット教育の普及等

目標：創意領域の開拓、人文と経済を結合を通じた文化産業の発展�
戦略：文化創意産業推進組織の設立、芸術･設計･創意人材の育成等

目標：研究開発支出をGDP比3%をとし、台湾をアジア最良の研究開発基地に�
戦略：海外人材の招聘、500億元の研究開発融資、重点産業専門学校の設立等

目標：台湾を世界の高付加価値産品の生産及び供給センターに�
戦略：1,000億元のVC基金設立、産業核心技術の開発、4大重点産業群の推進等

目標：6年以内に台湾へ観光客を500万人に倍増�
戦略：観光路線の整備、観光スポットの開発、観光旅行サービス網の設立等

目標：ブロードバンドを600万人へ普及、台湾をアジアで最も電子化された国家に�
戦略：ブロードバンドのインフラ構築、デジタル産業の推進等

目標：台湾を企業の運営本部設立に最適の地域に�
戦略：自由貿易港の設立、租税優遇措置の実施、海空連合港の整備、通関の簡素化

目標：台湾の公共交通サービス及び運輸サービス機能の強化�
戦略：高速鉄道の整備、地下鉄(捷運)網の拡充、高速道路網の拡充

目標：台湾の生態系の再生、台湾を亜熱帯国家生態島嶼の模範に�
戦略：水資源の合理的利用、再生エネルギーの発展、下水道建設の推進、緑化計画

目標：活発多彩な地方コミュニティーを建設�
戦略：コミュニティー建設組織の活性化、原住民新部落運動･客家運動の推進

(1) E世代人材の育成

(2)文化創意産業の発展

(3)国際的研究開発基地の建設

(4)産業の高付加価値化

(5)観光客の倍増

(6)台湾のデジタル化

(7)運営本部の設置推進

(8)全島規模の運輸インフラ建設

(9)水と緑の建設

(10)新ふるさとコミュニティーの建設

◆台湾のデジタル化

2007年末までに全人口の 50%以上にインターネッ

トを普及させ (うちブロードバンド使用比率は 70%、

使用人口 600万人 )、台湾をアジアで最も電子化の

進んだ国家とする。このために政府は有線、無線、

移動及び固定の統合型ブロードバンド電信ネットワー

クを構築し、安全かつ効率的なインターネット環境

を構築する。また、ブロードバンドネットワークの

構築に対しては、中華電信を含む民間業者が 6年以

内に 3,000億元の投資を予定している。

（交通部の試算による）

◆運営本部の設置推進

台湾企業及び多国籍企業の台湾における運営本部 (研

究開発、設計、マーケティング等高付加価値の運営

活動を行なう拠点 )設置を促すため、海空連合港の

設立を通じた海運と空運の整合 (高雄港と高雄空港

のいわゆる高雄双港等 )、通関書類及び手続きの簡素

化、自由貿易港の設立等を行なう。また ｢運営本部

租税優遇実施規定｣ の策定を通じ、運営本部設置企

業に対する優遇税制を適用することにより、2011年

までに1,000社の企業に在台湾運営本部の設立を促し、

また 20万の新規雇用機会を創設する。

＜十大重点投資計画の投資額(2002年～2007年)＞　（単位：億元）

中央予算

342.49

224.91

965.94

2,240.79

757.11

375.69

128.18

5,181.60

2,196.16

321.78

12,734.65�
(47.97%)

地方予算

0.00

0.00

0.00

14.15

0.15

0.00

0.00

871.31

274.61

3.80

1,164.02�
(4.39%)

特殊基金

0.00

0.00

676.49

685.92

90.55

0.30

89.82

1703.16

178.62

0.00

3,424.86�
(12.90%)

民間投資

---

---

158.86

241.70

---

3644.02

299.38

4795.85

81.50

---

9,221.31�
(34.74%)

合計

342.49

224.91

1,801.29

3,182.56

847.81

4,020.01

517.38

12,551.92

2,730.89

325.58

(比率)

(  1.29%)

(  0.84%)

(  6.79%)

(11.99%)

(  3.19%)

(15.14%)

(  1.95%)

(47.29%)

(10.29%)

(  1.23%)

(1) E世代人材の育成

(2)文化創意産業の発展

(3)国際的研究開発基地の建設

(4)産業の高付加価値化

(5)観光客の倍増

(6)台湾のデジタル化

(7)運営本部の設置推進

(8)全島規模の運輸インフラ建設

(9)水と緑の建設

(10)新ふるさとコミュニティーの建設

合計�
(比率)

26,544.84�
(100.00%)

出所 ： 行政院、『チャレンジ2008：国家発展重点計画（簡明版）』（2002年5月28日）の資料を基に野村総合研究所台北支店が作成
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飛躍する台湾産業

台湾のデジタルコンテンツ産業（その１）

デジタル産業は台湾の重点産業の�
一つに位置付け
台湾政府では①半導体、②ディスプレー、③デジタ

ルコンテンツ、④バイオテクノロジーの四つの産業

を台湾の重点産業と位置付け、「二兆双星」産業と命

名した産業育成策を策定した。｢二兆｣ とは半導体産

業とディスプレー産業 (第一段階として LCDパネル

産業 )を指し、両産業の将来の生産額がそれぞれ一

兆台湾元規模に達すると見込まれていることから、

この呼称が付けられた。一方、｢双星｣ とはデジタル

コンテンツ産業とバイオテクノロジー産業を指し、

将来、高い成長性が見込まれる有望産業として、こ

の呼称が付けられた。

デジタルコンテンツ産業の産業・市場規模はまだ小

さいものの、ブロードバンド、携帯電話、ケーブル

テレビなどの普及により産業発展の基礎環境は整備

されつつある。

政府のデジタルコンテンツ産業の育成対策について、

今年 6月に設立されたデジタルコンテンツ産業促進

オフィスの翁正修副主任は以下のように述べている。

「今般の産業促進対策では、台湾を中華圏におけるデ

ジタルコンテンツ産業のプロダクション・マーケティ

ングのハブとすることを目指している。ブロードバ

ンド、携帯電話、ケーブルテレビなどの普及とともに、

デジタルコンテンツ関連事業者は多く出てきている。

台湾の事業者はソフトウエアの開発能力、コストダ

ウン能力に富んでいるが、デジタルコンテンツ産業

における経験はまだ浅く、特に、プロデュースや海

外市場へのマーケティング能力に欠けている。

よって、政府としては法的環境を含む基礎環境の整

備のほか、プロデュース、プロジェクトマネジメン

トなどの能力を持つ人材の育成に力を入れており、

海外の有力なデジタル学院との提携についても推進

している。」

デジタルコンテンツとは、文字などのテキストデータやイメー
ジデータ、動画及び音声データなどのコンテンツをデジタ
ル化し、統合的に取扱うもので文字通りデジタル形成で記
録されたコンテンツのことである。また、デジタルコンテン
ツ産業の発展には①通信の大容量化、②音楽配信、ゲーム配
信などのオンライン流通、③ブロードバンドを利用した新
たなコンテンツサービス（電子新聞、Web文庫、インターネッ
トテレビなど）の実現、④音声電話、インターネット、ケーブ
ル放送といった電気通信メディアの統合などの環境要因が
挙げられる。�
（（財）デジタルコンテンツ協会『デジタルコンテンツ白書2001』
より抜粋）

マルチメディア、電子ゲーム、出版、音楽、動画などを含むデジタルコンテンツの市場は、

世界的にもまだ市場として立ち上がり始めたばかりである。台湾では、ブロードバンド

の普及、通信メディアの多様化などデジタルコンテンツを発展させるための環境が整い

つつある。台湾政府は今年からデジタルコンテンツ産業を重点産業の一つに位置付け、

人材の育成、環境・法規上の整備などを進め、同産業の発展を促進していく方針である。

デジタルコンテンツ産業に関し、8月号、9月号、10月号の3回に分けて紹介する。今回

はデジタルコンテンツ産業発展への政府の育成政策について取り上げる。
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飛躍する台湾産業
台湾のデジタルコンテンツ産業（その１）

ブロードバンドの普及による�
新たなビジネスチャンス
(財 )資訊工業策進会MICの資料によれば、台湾のイ

ンターネットアクセス者数は808万世帯に達しており、

普及率も 36％となっている。うちブロードバンドに

よるアクセス者は 161万世帯（構成比 19.9％）に達

している。内訳では、8割強（140万世帯、構成比

86.9％）がDSL（高速デジタルデータ通信）による

アクセスであり、1割以上（21万世帯、構成比 13％）

がケーブルモデムとなっている。

インターネット向けのコンテンツの種類もニュース、

旅行、ゲーム、占い、マップなど多様化している。

また、インターネットを介して複数の人が同時に参

加できるオンラインゲームのサービスを提供するイ

ンターネットカフェは台湾では既に 4,578件（注1）に

達しており、雨後の竹の子の如く急増している。イ

ンターネットカフェをレジャー・エンターテイメン

ト産業のメディアの一環として利用していくことが

期待されているが、一方では知的財産権の保護など

産業発展の前提となる環境整備も重要な課題である。

（注 1　中華民国インターネットカフェ産業発展協会

による）

モバイルコンテンツのビジネス環境は
成熟しつつある
電信総局の統計によれば、台湾の 2001年までの携

帯電話の契約者数は 2,163万人に達しており、普及

率は既に 96.6％と極めて高い水準にある。台湾の電

信事業会社（注2）の総売上額は約 3,150億台湾元に達

しており、GDPに占める割合は約 3.31％である。こ

のうち半分以上が携帯電話（54.25％）による売上で

占められており、通信事業者にとってモバイルビジ

ネスの重要性は極めて高い｡

モバイルビジネスには音声と非音声の二つに分けら

れるが、非音声の領域であるコンテンツビジネスに

関しては、既にWAP2.0、GPRSシステムなどを用

いたショートメッセージ、着メロのダウンロードや、

Eメールなどのコンテンツサービスがある。今年 6

月から、NTT ドコモが台湾 KGテレコムと共同で

ｉモードのサービスを海外で初めて開始した。初期

のｉモード向けのウエブサイトは 80個でコンテンツ

プロバイダーは 70社であるが、ｉモードの普及によ

り、モバイル向けのコンテンツ種類がより多様化し、

コンテンツプロバイダーの発展が期待される。

また、台湾政府は今年 2月に大容量、高速データ通信

が可能な第三世代携帯電話（3G）のライセンス 5枚を

通信キャリア 5社に発給し、各通信キャリアの 3Gへ

向けたインフラ整備及び事業展開が注目されている。

（注2）固定通信（市内電話・長距離電話）、携帯電話、

国際電話、データ通信などを含む電信事業会社

成長ポテンシャルの高い
デジタル放送のコンテンツ産業
現在、台湾にはテレビ・ラジオ関連会社が102社ある。

内訳は無線テレビ会社 5社、ケーブルテレビ事業者

67社、衛星放送会社（ラジオ放送会社を含む）が

30社となっている。またテレビ視聴率調査会社 AC

Neilson Media Indexの資料によれば､台湾におけ

るケーブルテレビの普及率は 82.2％に達している。

台湾ではテレビ放送のデジタル化を目指し､ 2001年

12月から無線テレビ事業者によるテスト放送が開始

となり、今年 2002年 5月からは台湾西部において

正式放送が行われ、12月には台湾全地域に拡大して

いく予定である｡また、2006年の普及率目標を 85％

としており、目標水準に達した場合には、現行のア

ナログ波による放送を停止して、全面的にデジタル

放送に切り替える予定である。

デジタル放送の実現には、放送関連法令の整備、テ

レビ局の設備投入、コンテンツの制作、ユーザー側

の受信用端末機器の普及などの課題が残されており、

こうした課題を今後、産官学の協調体制にて解決し

ていく必要があろう。

次回はデジタルコンテンツ産業の中から、ゲーム、

映像・プロダクション産業を取り上げて紹介する。
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(1) 支店開設の申請に必要な書類
台湾における支店を開設するには、①申請書 (法人
の名称･本店所在地･設立年月日、法人の事業種目･
台湾領内で行う営業種目、法人の資本金及び 1株当
りの額面金額、台湾支店の名称･所在地･投資資金の
額、支店長と会社の訴訟及び非訴訟事件代理人の在
台住居証明等の事項を記載 )、②会社登記簿謄本、
③定款、④役員名簿、⑤取締役会議事録、⑥台湾支
店経営計画書、⑦投資資金の送金通知書及び外国為
替覚書、⑧訴訟及び非訴訟代理人に対する委任状、
⑨台湾支店長に対する委任状等の書類が必要となる。

(2) 会社名及び営業項目の事前審査
・一回の申請で五つの候補の提出が可能
・日商×××　　　　　　　　　（or台湾）分公司と
いった形式をとることが必要

・申請した営業項目が既に登録されている会社と重
なる場合には申請会社名が既登録のものと類似で
ないことが必要

(3) 運営資金の送金
銀行において資金送金口座を開設した上で行う。通常、
資金送金口座よりの正式な支店名義口座への切り替
えは営利事業登記終了後に行われる。送金した運営
資金を開業準備行為に使用する場合、運営資金を査
定する会計士に対し、使用した部分の統一発票等の

提出が必要。

(4) 設立準備中の発生費用
台湾支店側の負担とする場合、発生費用についての
統一発票等の取得が必要。外国会社認可証取得前は
統一番号がないため、統一発票（二連式）上には日
商×××　　　　　　　　分公司準備處と記入して
もらう。認可証取得後は統一番号を与えられるので、
統一発票（三連式）上に当該統一番号を記入しても
らう。準備處という文言を付ける必要はない。

(5) 支店の住所
支店の正式住所は外国会社認可申請前に決定する必
要がある。また台湾では、建物及び地域によっては
営業登記できない場所があるので、事前に「建築物
使用ライセンス」の確認も必要。

(6) その他の留意事項
・支店長や訴訟非訴訟代理人は同一人物でもよく、
外国人や非居住者でも可

・支店は現地法人と同様、業種によって要求される
最低投資資金額が異なる

・年間 5000万米ドルの範囲内で貿易外の送金が可能。
利益送金についての台湾での源泉課税はない

・支店の開設手続は一般的には会計事務所が代行し
ている

支店の開設手続

中華民国台湾投資通信     August 2002  vol.84

(7)支店の開設手続の概要と標準的な所要期間は以下の通りである(貿易業)

寄稿：KPMG安侯建業會計師事務所
公認会計士 水谷和徳
TEL：886-2-2715-9999
FAX：886-2-2715-9888
Eメール：kmizutani@kpmg.com.tw

↓
会社名及び営業項目の事前審査(経済部商業司)：８日

↓
外国会社の認許及び支店登記申請(経済部商業司)：20日

↓
運営資金の送金� (取引銀行)：1～3日

↓
補正申請―運営資金の審査(経済部商業司)：10～15日

↓
営利事業登記(地方政府)：15～20日

↓
英文社名の事前審査(経済部国際貿易局)：1日

輸出入カードの発起申請(経済部国際貿易局)：3日

注1：見積所要日数は主務機関の実際の審査機
関により変動することがある。

注2：営利事業登記は支店登記終了後6ヶ月以
内に行なわなくてはならない。
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差別化を図る

日本企業から見た台湾
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三井住友銀行台北支店
大久保克則支店長

◆今年5月に台北支店がオープン
当行は 1998年以来、台北に駐在員事務所を設置して

きましたが、今年 5月 17日に新たに台北支店を設立

し、台湾の日本企業及び台湾企業のお客様に対し、

フルバンキング業務を開始することになりました。

現在、台北支店は日本人スタッフ 5名、現地スタッ

フ 31名の計 36名体制で、組織としては、営業の日

系企業担当部門と非日系企業担当部門の他、融資管

理を行なうクレジットミドルオフィス、トレジャリー

部門、システム、人事、コンプライアンス、及び預金･

外国為替･ローン融資を取り扱う事務部門から構成

されています。現在は支店立ち上げ直後であり日本

本社とのやりとりも多いことから、全スタッフに占

める日本人スタッフの比率が若干高い状況ですが、

将来的には日本人駐在員の数を減らし、できる限り

スタッフの現地化を進めていきたいと考えています。

台北支店のお客様は、日系企業と台湾地場企業を含

めた非日系企業とがあります。日系企業、非日系企

業を問わず、当行の金融サービスにご満足頂ける体

制を築きたいと考えています。

◆中華圏ビジネスとの長い関わり
私は台北支店の初代支店長として、今年 1月に台湾

に赴任しましたが、中華圏ビジネスとの関わりは、

1981年から 82年にかけて上海の華東師範大学で中

国語研修を受けたことに始まります。研修終了後、

本社の国際部に 6年間配属され、海外支店の立ち上

げや管理、また海外マーケット調査等を担当した後、

1995年より約 6年半、香港支店副支店長、香港営業

部の責任者等を務めました。香港営業部では、中国

ビジネス全般を管轄する一方で、台湾赴任以前から

台湾ビジネスにも深く関わってきました。

◆プロダクト･オリエンテッドなビジネスで
　差別化を図る
台湾には既に当行を含め大手 4行の日系銀行が支店

を開設している他、欧米系銀行や地場系銀行も多く、

台湾の金融マーケットは競争の厳しいオーバーバン

キングの状況といえます。更に、一般的に外資系銀

行は地場系銀行に比べ預金量が少ないため、外資系

銀行が金利収入のみに依存したビジネスで地場系銀

行と競争するのは非常に困難です。そこで当行とし

ては、フィナンシャル･アドバイザー等お客様の多

様な金融ニーズに応じたプロダクト･オリエンテッ

ドなビジネスで他行との差別化を図っていきたいと

考えています。また当行では、トレード･ファイナ

ンス、資産流動化、またストラクチャード･ファイ

ナンスやエアクラフト･ファイナンス、プロジェクト･

ファイナンス等の分野では、香港及びシンガポール

の国際業務部や投資銀行営業部、シンジケーション

営業部が高い実績を誇り、これらの拠点が台北支店

をバックアップする体制を完備しています。このよ

今年5月、三井住友銀行が台北に支店を開設し、これにより日本

の大手銀行4行（みずほ、東京三菱、UFJ、三井住友）が台北に支店

を構えることとなった。今回は三井住友銀行台北支店の大久保

克則支店長に、台湾拠点設立の背景や今後の展望などについて

お話を伺った。


